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母子家庭等医療扶助事業

会計区分 事業類型 法定受託系

担当係

事業番号 193
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一般会計
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担当課

事務事業名 担当部

根拠法令・個別計画

1

総合計画

分野別計画

予算区分

事業期間

福祉医療を充実します

3

平成１２年度以前

保健・福祉

3

～

保険年金課

医療係

3

小牧市医療費の支給に関する条例

3

平成３０年度以降

保険・福祉医療

受給資格は、所得制限があるため(児童扶養手当一部支給制限準用)毎年受給資格更新事

務を行い、認定者に医療費受給者証を交付し受給者の資格管理を行った。県内医療機関

(柔整、鍼･灸等を含む)における保険診療の自己負担分は現物給付で、県外医療機関での

受診、補装具等の自己負担分は償還払いで、医療費の助成を行った。医療費の資格管理

として過誤調整や高額療養費との調整を行い医療費の適正化を図った。

※母子家庭等医療費の保険診療に係る自己負担分の助成は県補助対象であり、県が1/2

を補助する。また、県補助対象の現物給付分の審査支払手数料についても県が1/2を補助

する。

直接経費の内訳（Ｈ25決算額）　　                        114,339,844円

・消耗品費（文具類）　　                        51,212円

・印刷製本費(受給者証等）　　               40,800円

・通信運搬費(郵送料等)　　                   25,000円

目的

（対象をどの様な

状態にするのか）

社会的弱者で経済的基盤が弱い母子家庭の母及び父子家庭の父並びに扶養されている１

８歳年度末までの子どもの医療費の保険診療に係る自己負担分を助成することで、必要な

医療が安心して受けられるようにするとともに経済的負担の軽減を図る。
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・通信運搬費(郵送料等)　　                   25,000円

・手数料(医療費算出・請求事務費)　　1,631,702円

・扶助費(医療費の助成金)　　        112,591,130円

直接経費の内訳（Ｈ26予算額）　　                        139,546,000円

・消耗品費（文具類）　　                        53,000円

・印刷製本費(受給者証等）　　             160,000円

・通信運搬費(郵送料等)　　                   25,000円

・手数料(医療費算出・請求事務費)　　1,308,000円

・扶助費(医療費の助成金)　　        138,000,000円
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のののの

実実実実

事業実施におけ

る課題

社会的弱者に対する扶助という事業の目的は達成されているが、限られた財源の中

で、福祉医療制度を持続可能な制度としていくため、医療費の削減への意識の向上

を目指し適正受診につなげ、医療費を縮減するための施策を検討していく必要があ

る。
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事業の

達成状況

少子化傾向の中、受給者数・受診件数ともに減少しており、また、一件当たり、一人当

たり助成額も減少に転じたが、母子家庭等の経済的負担が軽減され、安心して必要

な医療が受けられている。
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容容容容

事業のボリュームを現状規模で維持すべきもの

（対象や手段を見直す場合も含む）

２６年度における

事業の改善・見

直し内容（新規追

加事項、廃止・削

減事項等）
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２７年度以降

の改善案

転入者への制度の周知や受給者の資格管理等を徹底し適正な医療費の助成を図っ

ていく。

実実実実

施施施施

結結結結

果果果果

県における福祉医療制度の見直しや近隣市町村の福祉医療制度の助成状況を勘案

しながら事業を進めていく必要がある。現状では対象者等を含め適切な助成であると

考えている。

判定理由

経済的基盤が弱い母子家庭等の医療費の自己負担分の助成を廃止・縮小すること

は、対象家庭の経済的な負担を増加させ、市民サービスの低下となり、母子家庭等

が安心して必要な医療が受けづらくなる。

維　持

ジェネリック希望シールを受給者証に貼るようＰＲを行い、医療費の削減への意識の

向上と実際の医療費の縮減につなげていく。
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維　持

方向性の判定

事業を縮小・

廃止したときの
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一次評価のとおり。


